
Ⅱ 新沖縄県行政運営プログラムの概要

１ 新沖縄県行政運営プログラムの体系図
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２ 新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画等を着実に推進する行政運営

沖縄県では、令和４年５月に、これまでの沖縄振興分野を包含する総合的な基

本計画である「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」を策定しました。本計画は、

「沖縄２１世紀ビジョン」に掲げる県民が望む将来像の実現に向けた行動計画で

あり、ＳＤＧｓの達成に寄与することを求めつつ、沖縄振興の基本方向や基本施

策等を明らかにするものです。また、沖縄県におけるＳＤＧｓ推進の基本理念を

「平和を求めて時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合い誰一人取り残さ

ない、持続可能な『美ら島』おきなわの実現」と定めた「沖縄県ＳＤＧｓ実施指

針」を令和３年９月に策定し、ＳＤＧｓの推進・実現に向け各種施策を推進して

います。

新沖縄県行政運営プログラムは、「沖縄２１世紀ビジョン」の実現に向けて、

行政の「質」の向上を重視し、常に県民本位の行政運営を推進することにより、

「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」等の施策を推進するプラットフォーム

（基盤）として位置づけます。

３ 実施期間

本プログラムの実施期間は、令和５年度（2023年４月）から令和８年度（2027

年３月）までの４年間とします。

４ 基本理念

基本理念：多様な県民ニーズへ迅速かつ的確に対応し、県民

福祉の増進を目指す行政運営の「質」の向上

新型コロナウイルス感染症の拡大は、本県の社会・経済のシステムにも甚大な

影響を与えました。

今後は、経済回復に向けた諸施策の推進が必要になるとともに、新しい生活様

式やニューノーマル（新たな日常）に適合するため、更なる行政需要の高度化、

複雑化が見込まれます。

このような状況の中、多様化する県民ニーズへ迅速かつ的確に対応し、「沖縄

２１世紀ビジョン」の実現を図るため、持続可能な財政基盤の確立に向けた、行

政運営の構築に取り組みます。

また、行政分野のデジタル化が加速しており、デジタル技術の活用による県民
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福祉の増進が期待されています。

デジタル技術を活用し、限りある行政資源の下で業務の効率化やプロセスの見

直し等に取り組み、行政の「質」の向上を重視した県民本位の行政運営を目指し

ていきます。

５ 目 標

基本理念を実現し、「沖縄２１世紀ビジョン」で掲げられる諸施策の実現及び

課題を克服するため、以下の２つを目標として、行政運営に取り組みます。

【目標１】 スマート県庁の構築

誰もがデジタル化の恩恵を受ける社会の実現に向け、県民が手軽にオ

ンラインを活用できる環境を整え、新しい生活様式に対応した行政手続

等を構築するとともに、業務のデジタル化とデータの利活用に取り組

み、県民の利便性の向上と業務の効率化・省力化・付加価値化を図りま

す。

方針1-1 デジタル技術を活用した質の高い県民サービスの提供

行政運営に対する県民の理解を得ながら、県民ニーズに迅速かつ的確

に対応した「質」の高い行政サービスを提供するため、様々な広報媒体

を組み合わせた県政情報の提供を行うとともに、行政データを積極的に

公開し、県民の利活用に向けた環境整備を図る等、デジタル技術を活用

した行政サービスを拡充し、県民の利便性向上に取り組みます。

方針1-2 デジタル技術を活用した安全かつ能率的な事務の推進体制の構築

限られた財政資源のもと県民ニーズに対応した「質」の高い行政サー

ビスを迅速かつ的確に提供するため、デジタル技術を活用した能率的な

働き方を積極的に取り入れるとともに、事務及び事業の効率化に取り組

み、県民に信頼される行政運営の確立と持続可能な事務の推進体制の構

築を目指します。

【目標２】 持続可能な行政運営の構築
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職員の働き方改革を図りつつ、柔軟な組織運営の実現、人材の活性化

に取り組むとともに、健全な財政運営と効果的な事業執行を図り、生産

性の高い持続可能な行財政運営を目指します。

方針2-1 収支のバランスがとれた財政マネジメント

少子高齢化の進行等による社会保障関係費などの増加が見込まれる財

政状況の中、ポストコロナを見据え、必要な財源を確保し、経済回復に

向けた諸施策を着実に推進するため、歳出と歳入のバランスがとれた持

続可能な財政基盤の確立に向けたマネジメントに努めます。

方針2-2 人材育成と強く柔軟な組織体制の整備

社会・経済情勢の変化や突発的な危機事象等により重要性を増した課

題や多様化する行政需要に的確に対応するため、事務執行上必要な組織

体制を整え、効率的な組織運営の強化に努めるとともに、職員の事務遂

行能力向上とワークライフバランスの推進や法令遵守等のリスクマネジ

メントの強化に取り組みます。

※目標と新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画、ＳＤＧｓ実施指針との関係
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６ 推進体制等

(1) 全庁体制での取組

本プランを着実に実施し、県民ニーズに対応した「質」の高い行政サービス

を迅速かつ的確に提供するためには、職員一人ひとりが本プログラムの意義・

目的を理解し、取組の必要性及び重要性について共通の認識を持ち、より一層

の県民福祉を増進する行政運営に努める必要があります。

このため、知事を本部長とする「沖縄県行財政改革推進本部」を中心に、全

庁あげて取り組むとともに、年度ごとの推進状況や効果の検証などのＰＤＣＡ

サイクルを確立し、取組の着実な推進を図ります。

また、各部局等においても、「行財政改革推進委員会」のもとに、取組の着

実な実施、新たな課題等への対応など、積極的な取組を推進します。

(2) 県民意見の反映

年度ごとの取組の推進状況等については、外部有識者で構成する「沖縄県行

財政改革懇話会」に報告し、助言を受けながら着実な取組を推進するとともに、

県ホームページ等で県民に分かりやすく公表するなど、県民の理解と協力が得

られる環境を整備しながら、行政運営を推進します。

(3) 取組内容等

本プログラムの実施期間内における取組を効果的に実施し、２つの目標を達

成するため、取組に係る明確な達成目標、達成時期、成果指標等を設定し、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる検証・公表を行います。

また、取組項目、取組期間等については、当初計画していた取組内容や取組

期間に縛られることなく、以下のように柔軟に設定します。

ア 本プログラム実施期間中に、社会情勢の変化等に伴う新たな課題や優先し

て取り組む項目、実施中の取組の効果が見られない等、プログラムに追加変

更が生じる際には、随時取組を「追加」又は「休止」、「縮小」します。

イ 実施期間中に先行して目標を達成した取組については「終了」します。

(4) 検証結果の活用等
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取組の推進状況の検証結果等を踏まえ、着実に取組を推進するため、多様化

する行政需要に的確に対応する柔軟な組織の運営や、財源の効率的かつ重点的

な配分に努めます。
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